
議案第 10 号 

 

 

平 成 3 0 年 度 屋 久 島 町 簡 易 水 道 事 業 特 別 会 計 補 正 予 算 （ 第 ３ 号 ） 

 

 

平成 30 年度屋久島町の簡易水道事業特別会計補正予算（第３号）は、次に定めるところによる。 

 

（歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ 14,063 千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ

906,040 千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出

予算補正」による。 

 

（債務負担行為） 

第２条 地方自治法第 214 条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、期間及び限度額は、「第２表 債

務負担行為」による。 

 

（地方債の補正） 

第３条 地方債の変更は「第３表 地方債補正」による。 

 

平 成 3 1 年 ３ 月 ５ 日 提 出 

屋 久 島 町 長   荒 木  耕 治 

 

 

 









２．歳　　入 -4-

（款）  1 使用料及び手数料 （項）  1 使用料 （単位：千円）

目 計補正前の額 補正額
区分 金額

説　　　　　　　明
節

244,437 1 水道使用料 △2,063246,500 △2,063現年度分 1 現年度分 △2,063

244,437246,500 △2,063計

（款）  9 町債 （項）  1 町債

136,100 1 簡易水道事業債 △6,000142,100 △6,000長峰地区配水管整備事業 1 簡易水道事業債 △6,000

136,000 2 辺地対策事業債 △6,000142,000 △6,000長峰地区配水管整備事業 1 辺地対策事業債 △6,000

272,100284,100 △12,000計



３．歳　　出

（単位：千円）（款） （項）  2 簡易水道事業費 1 簡易水道費

説　　　　　　　明

節

区　分一般財源 金　額
目

その他

特　定　財　源

補正額の財源内訳

計

国県支出金 地方債

補正前の額 補正額

△2,041151,632 1 簡易水道施設 △14,041165,673 △12,000 50消耗品費11 需用費 50

   管理費 △91管路台帳整備業務委託13 委託料 △91

△14,000工事請負費(資産)15 工事請負 △14,000

　長峰地区配水管布設   費

644,276658,317 △14,041計 △12,000 △2,041

（款） （項）  1 簡易水道施設災害復旧費 2 災害復旧費

△22918 1 簡易水道施設 △22940 △22工事請負費(災害復旧)15 工事請負 △22

   災害復旧費    費

918940 △22計 △22
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 2 災害復旧費   1 簡易水道施設災害復旧費  2 簡易水道事業特別会計


